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学則改正のため、２００８年度以前に入学した学生及び２０１０年度以前に編入学した学生は、 

第３条、第２１条、第２２条、第２４条、第２９条、第３２条、第３７条、第３８条は下記のとおり

となります。 

 

第３条 本学に、人文経営学部を置く。 

２ 前項の学部に置く学科、専攻及びその収容定員は、次のとおりとする。 

 入 学 定 員 編入学定員(３年次) 収 容 定 員 

人文経営学部 

 

人間関係学科 

人間社会専攻 

心理臨床専攻 

 

国際経営学科 

総合経営専攻 

経営情報専攻 

国際秘書専攻 

 

文化芸術学科 

美学芸術専攻 

国際文化専攻 

 

 

１２５名 

（２５名） 

（１００名） 

 

１００名 

（４５名） 

（３０名） 

（２５名） 

 

３２名 

（２０名） 

（１２名） 

 

 

２名 

 

 

 

２名 

 

 

 

 

２名 

 

 

 

 

５０４名 

 

 

 

４０４名 

 

 

 

 

１３２名 

 

 

 ２５７名 ６名 １,０４０名 

              

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―  
 （授業科目） 

第21条 授業科目を分けて、外国語科目、ウェルネス科目、コミュニケーションリテラシィ科目、パース

ペクティブ科目、専門科目、コメンスメント科目、自由科目とする。 

２ 前項の授業科目の種類・単位数等は、別表第１のとおりとする。 

 （自由科目） 

第22条 必修科目及び選択科目として履修しない授業科目は、自由科目として履修することができる。自

由科目は卒業に要する単位に算入しない。 

 （単位の授与） 

第24条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。 

 （成 績） 

第29条 授業科目の試験等の成績は、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの４種の評語をもって表わし、Ｃ以上を合格とする。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―  
 （転 学） 

第32条 他の大学への入学又は転入学を志願しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―  
 （卒 業） 

第37条 本学に４年以上在学し、次の各号に定める単位を含め、１２４単位以上を修得した者については、

教授会の議を経て、学長が卒業を認定する。 

 (1)  外国語科目 １２単位 

 (2)  ウェルネス科目 ４単位 

 (3)  コミュニケーションリテラシィ科目 ８単位 

 (4)  パースペクティブ科目 １４単位 

 (5)  専門科目 ８０単位以上 

 (6)  コメンスメント科目 ６単位 

２ 学長は、卒業を認定した者に対して、卒業証書を授与する。 

 （学 位） 

第38条 卒業した者は、次の区分に従い、学士の学位を授与する。 

 人間関係学科 国際経営学科 文化芸術学科 

人文経営学部 学士(人間関係) 学士(国際経営) 学士(文化芸術) 

 


